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一五
O

に
、
そ
の
大
領
の
在
住
し
た
前
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
功
刊
行
司
政
化
-
者
。
必
資
=
椴
健
之
勢
彼
越
前
川
閑
民
一
賀
に
水
平
が
あ
っ
た
か
ら
賑
一
給
せ
ら
れ
、
貞
税
六
年

こ
の
地
質
に
木
製
・
今
江
の
こ
湖
に
誕
〈
、
江
沼
凶
一
俗
凋
弊
。
非
v
恩
何
息
。
境
内
翻
法
。
本
務
v
鮭
v
治
。
一
七
用
十
一
日
に
は
疫
疾
が
あ
っ
た
か
ら
賑
給
せ
ら
れ

遣
の
務
係
で
あ
っ
た
郡
司
江
泊
氏
の
木
肘
と
し
て
、
↑
巨
等
関
紙
o
m
m
v
巾
合
v
宜
。
伏
漉
=
夫
裁
吋
謹
以
申
一
た
。
貞
観
入
年
五
周
十
九
日
、
加
賀
闘
が
毎
年
賀
す

緩
め
て
制
臨
し
き
を
鐙
え
る
ゃ
う
で
あ
る
o
u
λ

加

賀

↑

岡

越

奏

。

一

る

馬

草

の

鍛

を

改

め

、

貞

翻

十

一

一

年

ご

眉

廿

三

日

、

都
に
就
い
て
は
、
そ
の
榔
司
の
多
鍛
が
、
同
諮
の
子
弘
仁
十
四
年
二
周
一
一
一
日
一
加
賀
凶
施
策
河
に
牢
輸
の
波
子
廿
五
人
を
置
い
た
。

孫
た
る
遊
民
で
あ
っ
た
貼
か
ら
考
へ
て
、
之
を
滋
民
所
初
回
大
川
は
、
血
祭
川
ハ
手
取
川
〉
・
安
宅
川
ハ
梯
一
陽
成
矢
島
市
元
陸
五
年
八
用
十
四
日
『
加
賀
凶
醤
す
。

の
本
民
た
る
和
名
抄
の
隊
符
郷
、
延
寓
式
の
味
知
紳
川
)
・
崩
川
ハ
九
版
部
川
〉
・
足
mm
川
を
い
ふ
の
で
あ
ら
一
太
政
官
去
六
周
廿
九
日
笛
讃
に
下
し
L
符
に
鰯
〈
、

祉
の
あ
っ
た
地
に
常
て
る
を
趨
捻
で
あ
る
と
す
れ
う
0

.
耐
し
て
分
附
の
事
の
決
定
し
た
る
は
、
日
本
後
一
郎
日
兵
庫
鳴
る
寧
あ
り
。
者
錨
告
げ
て
云
ふ
。
北
境

ば
、
後
の
石
川
部
中
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
未
だ
紀
に
「
弘
仁
十
四
年
伏
=
官
葵
4

同
年
三
局
内
民
捌
一
束
隈
兵
火
あ
る
べ
し
。
秋
よ
り
各
に
来
る
ま
で
宜
し

之
を
明
ら
か
に
す
る
を
得
ぬ
。
“
問
=
越
前
江
沼
加
れ
二
郷
-
鋸
z
加
到
凶
-
』
と
あ
る
を
一
〈
守
禦
を
恨
む
べ
し
と
。
越
み
て
験
す
る
に
、
去
る

カ
ガ
ノ
タ
=
加
賀
園
ハ
一
〉
芭
同

l
天
武
夫
県
以
て
明
ら
か
で
あ
る
。
類
提
コ
一
代
栴
・
日
本
紀
略
・
伊
一
弘
仁
十
四
年
越
前
凶
を
分
か
ち
て
加
賀
闘
を
置
き
、

末
年
若
し
く
は
持
統
天
向
上
初
年
に
、
越
，
附
の
越
前
・
丹
波
学
類
抄
・
拾
芥
抄
の
記
述
も
之
に
閥
じ
い
。
然
一
共
の
後
五
十
八
年
未
だ
非
常
に
備
ヘ
ず
。
伏
し
て
望

越
中
・
越
後
に
分
か
た
れ
る
や
、
今
の
加
賀
凶
は
向
-
る
に
加
何
事
記
に
は
之
を
弘
仁
十
年
に
在
り
と
し
、
拾
一
み
前
ふ
ら
く
は
、
官
庫
の
甲
胃
を
給
せ
ら
れ
、
以
て

越
前
の
一
部
で
、
加
賀
・
江
川
似
の
二
部
で
あ
っ
た
が
、
芥
抄
の
一
一
蹴
に
天
平
二
十
年
越
前
三
部
を
分
か
っ
て
一
非
常
に
備
へ
ん
。
自
俄
の
兵
器
は
閥
宰
終
に
作
ら
ん

蝶
峨
査
の
弘
仁
十
四
年
二
周
一
二
日
太
政
官
裂
し
加
れ
凶
と
し
た
と
い
ひ
、
源
平
蛾
袋
杷
に
弘
仁
十
四
↑
と
す
と
o
勅
し
て
い
ふ
o
甲
闘
は
宜
し
〈
同
事
を
し

て
、
越
前
加
到
捕
の
凶
附
を
似
る
こ
と
泌
〈
、
民
人
年
加
れ
泌
を
四
都
に
分
か
っ
て
加
到
凶
と
す
と
い
ふ
一
て
作
ら
し
む
べ
し
。
』
と
い
ふ
容
が
あ
る
。
文
字
多
天

愁
習
す
る
を
以
て
、
そ
の
こ
郷
を
潤
い
て
加
制
附
と
如
き
は
、
何
れ
も
謀
議
で
あ
る
。
一
議
鬼
平
九
年
正
周
廿
五
日
諮
凶
定
額
の
米
女
を
殴
め

せ
ん
こ
と
を
請
う
た
。
類
束
三
代
絡
に
そ
の
奏
文
を
公
一
〉
加
到
の
雑
事

l
加
賀
の
鰭
提
・
皐
損
そ
の
他
の
一
て
四
十
七
人
と
し
た
時
に
は
、
加
賀
は
之
を
貸
せ
ぬ

記

し

て

ゐ

る

。

雑

取

に

し

て

六

凶

史

等

の

上

に

見

え

た

る

も

の

は

弐

こ

と

に

な

っ

て

ゐ

る

。

太

政

官

部

突

の

泌

0
で
あ
る

o
n和
天
皇
天
長
十
年
二
周
十
四
日

制
z
越
前
附
江
泊
加
制
u
二
郎
一
件
同
品
加
悦
凶
を
し
て
、
先
場
先
仰
の
像
二
僚
を
倒
質
し
て

加
到
附

-mr
椛

・

巾

同

之

を

上

ら

し

め

た

。

仁

明

天

泉

天

日

間

十

年

五

周

十

一

守

一

人

捺

一

人

大

円

一

人

目

勅

し

て

加

引

等

の

諸

閥

に

惰

力

の

人

を

求

め

て

賞

少
日
一
人
史
生
一
人
博
士
一
入
浴
せ
し
め
た
。
制
時
間
節
に
角
せ
し
め
る
鎚
で
あ
る
。

償

附

一

人

・

承

和

元

年

正

月

什

五

日

、

加

賀

凶

に

疫

郷

が

あ

っ

た

右
得
a
彼
同
守
従
四
似
下
紀
初
臨
米
成
制
川
一
価
剛
υ
加
到
か
ら
之
を
阪
紛
せ
し
め
ら
れ
た
。
承
和
五
年
七
用
か

榔
法
去
=
同
府
吋
往
建
一
千
v
側
。
吋
苓
風
起
。
雛
苦
疎
ら
九
月
ま
で
、
加
到
の
附
に
疏
の
如
き
物
が
天
か
ら

甚
。
加
以
H

途
勝
之
巾
有
-
一
四
大
川
吋
経

v
H魅
v捗

0

・
除
。
、
来
日
止
ま
な
か
っ
た
。
健
鍵
に
似
て
ゐ
る
が
、

人
間
同
限
船
。
動
致
=
盤
初
刊
又
柑
司
郷
長
υ
任
v
m
M
U

宋
稼
を
制
じ
な
か
っ
た
か
ら
、
五
般
の
償
賎
し
く
、

漁
。
民
悦
-H
究
M
忠
勝
越
然
v
訴
。
不
v
椛
R

深
的
刊
逃
一
老
院
は
之
を
米
曜
と
か
n
づ
け
た
と
の
廓
が
あ
る
。
承

叡
者
然
。
又
沼
市
町
闘
迫
。
多
v
煩
=
巡
拍
鍔
官
舎
之
制
。
一
和
十
年
六
周
什
五
日
、
加
賀
又
飢
ゑ
た
か
ら
麟
絵
せ

民
義
之
怠
o
莫
v
不・
v
由
v
跡
。
伏
請
。
創
立
s
仲
凶
A

F

ら
れ
た
o
文
徳
天
皇
仁
欝
二
年
五
周
加
賀
闘
に
甘
露

あ
り
て
、
錨
締
官
問
浦
湖
は
仁
徳
天
県
で
あ
る
。
加
宜

に
就
い
て
は
、
山
城
を
山
背
、
武
邪
志
と
胸
刺
と
し

た
類
で
あ
る
と
も
い
ひ
、
或
は
到
我
の
一
聾
碑
を
依

っ
た
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
肌
明
者
各
説
明
を
輿
に
す

る
が
、
加
宜
と
到
我
と
同
一
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は

悉
〈
首
肯
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
能
嵐
官
同
遺
同
組
以
下

の
文
に
は
錯
簡
が
あ
る
。
即
ち
本
務
に
議
都
乃
奈
美

留
命
を
能
菅
凶
遣
と
同
組
で
あ
る
と
す
る
が
、
後
者

は
崇
跡
天
則
市
一
か
ら
出
た
も
の
で
、
全
く
呉
践
で
あ

る
。
栄
都
乃
奈
梁
留
命
は
、
附
進
本
紀
な
る
尚
志
.
深

江
凶
諮
の
僚
に
、
『
瑞
簸
籾
御
附
。
逝
我
同
組
。
業
部

乃
奈
英
留
命
。
定
-
一
賜
凶
活
己
と
あ
る
も
の
で
、
崇

静
夫
・
県
.
の
時
の
人
な
る
を
、
こ
L

に
仁
徳
天
墜
の
時

と
す
る
は
、
矛
府
た
る
の
み
な
ら
ず
、
一
た
び
尚
志

深
江
凶
遣
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
が
、
箆
に
加
宜
に
帥
開

封
せ
ら
れ
る
如
き
は
、
他
に
例
の
な
い
こ
と
で
あ

る
。
是
を
以
て
本
僚
は
正
に
『
滋
君
同
組
。
議
郁
乃

奈
美
留
命
何
附
録
某
。
定
賜
凶
遣
。
』
と
あ
る
べ
き
も

の
で
、
こ
の
凶
遁
こ
そ
は
、
高
志
深
江
に
繁
街
し
た

カ
ガ
ノ
タ
-
-
キ
タ
ザ
ケ
ヨ
ウ
加
賀
園
菊
酒
者
一
も
の
L

一
族
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
〈
本

一
加
。
富
田
焼
周
著
。
加
賀
の
菊
酒
と
い
ふ
こ
と
を
一
文
縫
め
て
晦
泌
で
あ
る
か
ら
、
内
山
民
間
は
能
賛
同

考
認
す
る
潟
、
菊
花
及
び
酸
酒
の
事
に
及
び
、
石
川
一
諮
問
砲
と
あ
る
鈷
に
注
意
し
、
加
宜
を
加
島
の
設
と

郡
鶴
来
の
酒
も
、
金
揮
の
酒
も
共
に
菊
酒
と
窮
す
る
一

L
て
、
能
宮
部
加
島
郷
を
常
て
た
が
、
決
し
て
正
筋

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
原
本
、
諸
家
の
序
駿
一
を
.
得
た
も
の
で
な
い
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
閥
造
本

と
ロ
給
と
が
あ
っ
て
奨
極
な
る
密
で
あ
る

0
4キ
タ
一
紀
に
賀
我
と
加
宜
と
を
辿
ぺ
紘
せ
た
こ
と
に
就
い
て

ザ
ド
ガ
パ
-
サ
ン
プ
ツ
シ
加
賀
園
建
物
志

1

ふ
N
U
M
M日
間
U
M
r日
付
サ
リ
リ
ベ
パ
リ

カ
ガ
プ
ツ
サ

y
y

加
賀
物
産
議
。
一
活
設
と
す
る
に
京
っ
た
。
凶
っ
て
育
凶
束
伍
の
大
日

力
ガ
ノ
タ
-
-
チ
ユ
ウ
ヨ
キ
加
賀
圏
中
古
記
↓
一
本
地
名
僻
棋
に
は
、
こ
の
こ
僚
の
湖
和
を
試
み
、

カ

y
チ
ロ

y

宮

地

論

。

，

一

初

め

仁

徳

夫

県

.

の

慨

に

遊

君

一

族

を

以

て

此

の

闘

の

カ
ガ
ノ
タ

-
-
J
S
ツ
ヤ
ヨ
加
宜
国
造
部
事
紀
一
一
閥
遣
に
捨
て
た
が
、
雄
略
天
皐
.
に
去
り
茄
た
に
ミ
隠

闘
譜
本
記
に
、
『
加
宜
闘
語
。
笛
棒
高
樟
朝
御
前
。
能
一
君
を
之
に
代
へ
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。

ζ
の

世，


